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「姫路市障害福祉推進計画 中間とりまとめ（案）」に対する 

市民意見（パブリック・コメント）の募集結果について 

 

１ 市民意見の提出状況 

（１）案件名       ： 姫路市障害福祉推進計画 中間とりまとめ（案） 

（２）意見募集期間 ： 令和２年１２月２３日（水）～令和３年１月２２日（金） 

（３）意見提出件数 ： ５通 １０件 

      

２ 市民意見の内容 

項目 件数 

第５章 １ 生活支援（２）日常生活支援の充実 ２件   

第５章  １ 生活支援（４）スポーツ・文化芸術活動等の場の充実 ３件   

第５章 ４ 権利擁護（１）情報提供の充実 ２件   

第５章 ４ 権利擁護（２）権利擁護の推進 １件 

その他 ２件 

合 計 １０件   

 

３ 提出された市民意見及び意見に対する市の考え方 

項 目 提出された市民意見（要旨） 
件 

数 
市の考え方 頁 

計画 

への 

反映 

第５章 

１ 生活支援 

（２）日常生活支援の

充実 

日常生活用具のことで、基準

額の見直しを希望する。 

 申請申込み時点では負担金

は無しとのことであったのに、

商品が届いた時には白杖・点字

器具の一部負担があった。金額

がオーバーするのであれば購

入するまでに本人に言って欲

しかった。商品がすでに届いて

いたので仕方無く支払った。 

２ 

日常生活用具の基準額につ

いては、国が定めた基準を基

に、その後の対象製品の価格

改定等を考慮し定めておりま

す。 

また、補装具の基準額につ

いては国が定めており、見直

しは困難ですが、機会を通じ

て国に要望したいと考えてお

ります。 
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なお、基準額を超えた部分

の額は全額自己負担となりま

す。申請の際に職員が説明し

ておりますが、今後も丁寧な

説明に努めていきたいと考え

ております。 

第５章 

１ 生活支援 

（２）日常生活支援の

充実 

 障害福祉においては、新しい

概念である就労継続支援Ｃ型

を提案する。（Ｃはコミュニテ

ィの意味も込められている）Ｃ

型の存在が認められれば、就労

以外の生き方や社会貢献のあ

り方が認められることにもな

る。 

 障害の程度・能力・意志など

の都合で継続支援や移行支援

すら難しい障害者の「受け皿」

「居場所」として、Ｃ型の公認

には大きなメリットがあると

思う。ひきこもり支援の中でも

進められている「居場所づく

り」と並行し、違う環境であっ

ても同じ生きづらさを抱える

方が助け合い生きていくとい

う形は、高齢化が進む地域にお

いても人とのつながりを大切

にし、誰も取り残されない優し

い社会づくりになっていくと

思う。自助、共助、公助の「共

助」の部分を地域で達成してい

くことは、防災にもつながる。 

 

 

 

 

障害福祉サービスの種類に

ついては、国が定めておりま

す。 

 ご意見にあります地域での

居場所づくりにつきまして

は、地域活動支援センターに

おいて、創作的活動又は生産

活動の機会の提供、社会との

交流の促進を図るとともに、

日常生活に必要な便宜を供与

しており、この事業の周知や

広報を行うことで、利用の促

進を図ります。 
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項 目 提出された市民意見（要旨） 
件 

数 
市の考え方 頁 

計画 

への 

反映 

第５章 

１ 生活支援 

（４）スポーツ・文化

芸術活動等の場の充

実 

障害者スポーツについて、陸

上競技場で記録会などのスポ

ーツ大会を実施してもらいた

い。 

 体育館等で球技大会・レクリ

エーション関係を開催されて

いるが、ウインク陸上競技場で

のイベント・協議会はしていな

い。計画に「様々な活動への参

加促進」とあるように、是非、

障害者の陸上競技大会（記録

会）を実施してもらいたい。 

 2019 年の兵庫県障害者スポ

ーツ大会（のじぎくスポーツ大

会）の姫路市の参加者は９名と

聞いた。神戸市は参加できない

ので、兵庫県で姫路市が一番人

口の多い市なのに、なぜこんな

に参加者が少ないのか。考えら

れる要因としては、 

①のじぎく大会の存在を知ら

ない 

②陸上競技をされる障害者の

方が少ない 

③また、陸上競技に興味はある

が、活動する場がない、活動し

ている仲間を知らない 

などが、挙げられるのではない

か。 

 

 

３ 

計画に記載のとおり、スポ

ーツやレクリエーションに参

加できるよう体験イベントを

開催するなど、活動の場の充

実を図ります。 

 のじぎくスポーツ大会につ

きましては、市ホームページ

で広報しているほか、障害者

団体への情報提供を行ってお

ります。 

 今後もより一層の周知、広

報に努めていきたいと考えて

おります。 
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第５章 

１ 生活支援 

（４）スポーツ・文化

芸術活動等の場の充

実 

スポーツ大会に関連して、全

国大会に出場し、金・銀の場合

は県に推薦を行ってもらいた

い。１０年程前に全国大会に出

場して金メダルをもらったが、

市の内規で、推薦が得られず、

残念ながら表彰してもらえな

かった。県が門を開けているの

になぜ市が阻むのかと大変シ

ョックだった。 

 当時、要望書を書いて障害福

祉課の方に手渡した後、検討い

ただいて、見直しをされて改善

されていると思っているが、健

常者と障害者スポーツとの違

いを的確に判断し、年齢を問わ

ず、多くの障害者がスポーツに

チャレンジ意欲を持てるよう

に配慮していただければあり

がたい。 

表彰への推薦につきまして

は、所管部局より推薦依頼が

あった際、その都度推薦基準

や過去の受賞者等を勘案し、

推薦を行っております。 

 今後も適切に対象者を把握

し、推薦することで、活動意

欲の高揚に努めていきたいと

考えております。 

46  

第５章 

１ 生活支援 

（４）スポーツ・文化

芸術活動等の場の充

実 

スポーツ大会などを通して

障害者と健常者とがふれあう

機会を増やしてほしい。 

市内で白杖を持ち、単独で歩

行していて、道に迷い、困って

いても誰も声をかけてくれな

い。また、大きな声で「スミマ

セン」と通りかかった人に話し

かけるも素通りされるなど、住

みにくい世の中になったなと

感じる事がある。 

 いろんなスポーツ大会を通

して、小中学生の若い世代や、

健常学生・社会人に、大会サポ

ートをして障害者とのふれあ

 計画に記載のとおり、スポ

ーツを通じて、今後も障害者

の活動の場の充実を図りま

す。また、障害者の様々な活

動への参加を促進すること

で、障害のある人とない人の

交流を図ってまいります。 
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う機会を増やし、ボランティア

活動を高める取り組みも必要

ではないかと思う。 

第５章 

４ 権利擁護 

（１）情報提供の充実 

音声版広報ひめじについて、

ＣＤにもう少し情報を入れて

ほしい。 

 以前問い合わせた際、１時間

程度しか録音できないとのこ

とだったが、音訳ボランティア

のＣＤは２～３時間の録音が

されている。 

 内容をもっと多く載せられ

るのではないか。 

２ 

現在音声版広報ひめじにつ

きましては、利用者により利

用媒体が異なるため、デイジ

ー版ＣＤ、音楽ＣＤ、カセッ

トテープ版の３種類を作製し

ております。どの媒体も同じ

内容を収録しており、収録で

きる時間が短い音楽ＣＤに合

わせ、最長 80分で作製してお

ります。 

 媒体により収録内容を変更

するかどうかについて、今後

の検討課題にしたいと考えて

おります。 

60  

 総合福祉会館の会場（ボラン

ティア室等）の貸し出しについ

て、団体の代表が姫路市在住で

なければ使用できないように

なっているので、大きく見直し

て改善してもらいたい。 

総合福祉会館では、姫路市

を中心に活動している福祉団

体に対し、会館で活動する際

の活動支援を行っておりま

す。 

福祉団体に関する登録要件

につきましては、要件を精査

し、団体が活動しやすいよう

検討をしてまいります。 

61  

第５章  

４ 権利擁護 

（２）権利擁護の推進 

ひきこもりサポーターとし

てひきこもりの現状を知るに

つけ、地域で助け合い生きてい

く必要性が見えてきているが、

支援者や家族が一生寄り添え

るわけではない。 

 地域において障害のあり・な

しに関わらず、高齢な方も含め

て「できることをできる人がや

１ 

 本市の地域福祉における基

本方針や施策展開につきまし

ては、「姫路市地域福祉計画」

において定められており、「地

域共生社会」の実現を目指し

た取り組みを進めてまいりま

す。 

 障害に対する理解促進・差

別解消に向けた取り組みにつ

61  
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る」という助け合いの精神で生

きていくことが大切であるが、

障害そのものやひきこもりの

方への理解が殆ど進んでいな

いのが現状であり、その理由と

しては関わる機会がないとい

うところだと思う。 

 

きましては、啓発用品の作

成・配布、各種イベントや講

座等を実施するなど、本計画

期間においては、重点事業と

して取り組みます。 

その他 この計画と「姫路市高齢者保

健福祉計画 及び 姫路市介護

保険事業計画」の両計画を包含

し、誰かの「生き辛さ」「生活

のし辛さ」を全市民が「我が

事・丸ごと」として参画する「地

域共生社会の実現」の具体的な

行動計画を検討して実行する

役割を果たすべきである。 

そのために、 

１．「地域共生社会の実現」を

部・局を超えた全市的な取り組

みと位置づけ、介護保険制度に

おける地域包括ケアシステム

を参考にしながら具体的な行

動を計画し実現する。 

２．「地域共生社会の実現」の

ために行政内、あるいは地域住

民間に存在する様々な障壁を

なくすための啓発活動を実施

する。 

２ 

本市の地域福祉における基

本方針や施策展開につきまし

ては、「姫路市地域福祉計画」

において定められており、地

域共生社会の実現を目指した

取り組みを進めてまいりま

す。 

社会福祉法の改正を受け

て、包括的な支援体制を構築

するため、重層的支援体制の

整備につきましては、関係者

で意見交換を進めます。 

地域での交流の促進を通

じ、地域での助け合いや見守

りの推進を図ります。 
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その他 姫路市手話言語条例に関し

て、聴覚障害を持つ人とのコミ

ュニケーション手段としては、

まず手話だと思われているが、

中途失聴・難聴者は、先天性の

方と違いすぐに手話が使えな

い。コミュニケーション手段と

しては、その他に筆談、口話、

聴覚活用（補聴器、人工内耳）

があり、なかでも「要約筆記」

の活用がある。 

 条例の中に「要約筆記」と言

う言葉がどこにも明記されて

いない。中途失聴・難聴者にと

ってなくてはならない「要約筆

記」の存在を重視していただ

き、条例文に入れていただくこ

とを切望する。 

 障害に対する理解促進・差

別解消に向けた取り組みにつ

きましては、本計画において

は、重点事業として取り組み

ます。啓発用品の作成・配布、

各種イベントやこども手話教

室等を開催することで、障害

に関する意識や理解の向上を

図ります。 

 姫路市手話言語条例では要

約筆記についての記載はあり

ませんが、本市としては要約

筆記の重要性は十分認識して

おります。要約筆記者派遣事

業や要約筆記者養成研修事業

を通じて、今後も要約筆記の

重要性について周知してまい

ります。 

  

 

４ 中間取りまとめ（案）からの変更点 

【旧】 

中間取りまとめ（案）  

【新】 

計画（案）  

６ページ 

◆ 新型コロナウイルス感染症への対応 

 （略） 

この一斉臨時休業に際し、特別支援学校等

に在籍する障害のある幼児児童生徒の中に

は、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で

一人で過ごすことができない者がいること

も考えられることから、  

 （略） 

 

7７ページ 

（略） 

７ページ 

◆ 新型コロナウイルス感染症への対応 

  （略） 

この一斉臨時休業に際し、特別支援学校等に

在籍する障害のある子どもの中には、保護者が

仕事を休めない場合に自宅等で一人で過ごすこ

とができない子どもがいることも考えられるこ

とから、（略） 

 

 

７ページ 

（略） 
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今後も新型コロナウイルス感染症の対応

にあたっては、現制度の運用の見直しや新た

な制度の考案を行い、各種サービスが継続的

に提供されることが重要です。 

 

34ページ 

目標指標②・・・施設入所者の地域生活への

移行者数（人） 

令和２年

度（見込） 

令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

０人 12人 12人 12人 

 

 

今後も各種感染症の流行下にあっても利用

者の方々やその家族の生活を継続するため、

制度の柔軟な運用の見直しや新たな制度の検

討を行っていきます。 

 

34ページ 

目標指標②・・・施設入所者の地域生活への移

行者数（人） 

令和２年

度（見込） 

令和３年

度 

令和４年

度 

令和５年

度 

０人 12人 12人 11人 

 

 

 


